
暫定税率

1.現行の 10年間の暫定税率は廃止するが、当分の問、税率水準

を維持する。� 

2. 自動車重量税については、地球温暖化対策の観点から、当分

の問、環境負荷に応じて税率を設定することとし、暫定上乗せ

分の国分の半分程度に相当する規模の税負担を軽減する。� 

3.国民生活を守るため、平成� 20年度上半期のような原油価格の

異常な高騰が続いた場合には、上記当分の聞の税率の課税を停

止できるような法的措置を講ずる。
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( 自動車重量税の見直しの内容(案)� I 
o次滋代裂自動車{電気自艶率、ハイブリッド車等)に辻本開設選与を連用"� 

oそれ以外母車種(ガソリン詣霊祭用乗用車)について辻、建議当たりのC02捧造量が次世代躍動車の培謹壊であ:� 

6 ることを踏まえ、本関税率の2倍の税率とする。� i 

o車道闘動車、大型車、営業主総等については、ガソリン自家用乗用車に係る現行税率からの引下げ割合と同程度の� ! 

税率引下げとなるよう調整する。� 

o経年率(18年超)については、環壊への負替を考嘉して、現行の負袈水準(暫定税率の水準〉を維持。� 

oいわゆるfエコカー減税J(24年4月末まで〉については綾持パ毅議お対象となる税率が引き下がることに伴い設;

援滅。}

自家用乗用E僚の場合の税率� (0.5t.年あたり)

側� 0門� γベ現行暫定税率ト…
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免説 企75% "50% 
軽年車

現行ヱコカ一議設の議議
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車検 現行税率(""3日.4.30 ) 改 正� 2態
車 号車 本則税率

期間 自家用 営業用 自家間 |閣操朋  

3年 車両室盤O. 5tごと� .500 18. 900 15. 000 

ま最 期 鼠 動車�  2年� 11 5.000 12. 600 10. 000 

1年� 11 2.500 6.300 2.800 5.00告;�  2.700 

• 1¥ ス� 1年 1l湾総愛護1tごと ii 2.500 6.300 2..800 5警告草寺� 2.700 

後 議泌総釜霊� j年� 
11 5.000 12.600 5.600 1仏000 5.400 

2.5 t 超� 1主手� 11 2.500 s宅� 300 2.800 5.000 2，.700 

室主
トラック� 

E軽減総葉景� 2年� 
11 5.000 8.800 5，600 7.600 5.400 

2.5 t以下� 1年� 11 2.500 4.400 2，800 3.800 2.700 
自� 

2年� 11 5.000 12.600 5，600 10. 000 5.400 
特� F麓 車

動� 
1年� fI 2.500 6.300 2.800 5.000 2雀� 700 

3年 え{ 毅 4.500 7.500 5.100 6，600 4.800 

1l 護設 総� 2年� JI 3.000 5.000 3.40喜� 4.400 3.200 

1 ま手� fI 1.500 2.500 ¥， 700 2警200 1.600 

3年� Il 7，500 13誓� 200 11. 400 

検古豪対委員駿自動家� 2年� 11 5.000 8，800 5.600 7.600 5.400 

1年� 11 2，500 4.400 2.800 3.800 2.700 

軽届出自 検査対象外|二輪車 l 一� " 4.000 6.300 4.500 5.500 4.300 

動車|軽自動慾� iその他ー�  11 7.500 13. 200 8.400 11. 300 8.100 

※18主事裁緩章容3撃については、現行税率を適用e 


